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No. コメント⽇ コメント内容 対応（予定又は実績） 回答⽇ 反映資料 回答状況

1 7⽉28⽇

基本設計⽅針の「また、固体状の放射性廃棄物を管理区域外におい
て運搬する容器は設置しない」、「なお、減容バーナブルポイズン運搬用
容器は⼀時的な管理区域を設定し運搬する。」と、「廃棄物処理設備
としての運搬用容器」要目表の記載の関連性を説明すること

第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料３-改1 回答済

2 7⽉28⽇

技術基準三⼗九条第１項第五号及び第六号の「ただし書き」を適用
するのか、しないのかを明確にし、適用するのであれば、今回設定する
⼀時管理区域が、既存の管理区域と同等の設定管理であることを説
明すること（運搬経路の安全性確保を含む）

第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料３-改1 回答済

3 7⽉28⽇ 保管物を変更するＢ－ＳＧ保管庫に関して、耐震性条⽂との関連性
を再検討するとともに、重量物増加による影響評価結果を説明すること 第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料３-改1 回答済

4 7⽉28⽇
減容ＢＰ運搬用容器のＢ－ＳＧ保管庫への収納⽅法、Ｂ－ＳＧ
保管庫内での具体的な点検⽅法・内容に関して、図⾯等を利用して
説明すること（被ばく管理も含め）

第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料２-改1 回答済

5 7⽉28⽇ 別表２記載の添付書類に対する添付要否について説明すること 第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料３-改1 回答済

6 7⽉28⽇ 減容ＢＰ運搬用容器からの水の排出⽅法について説明すること 第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料２-改1 回答済

7 7⽉28⽇ 減容ＢＰ運搬用容器の運搬時の⾞両の安定性について説明すること 第２回ヒアリングで説明 8⽉19⽇ 資料３-改1 回答済
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8 9⽉1⽇

構内運搬時における⼀時管理区域の設定⽅法、運搬、保管庫への
収納、保管庫内の点検の各作業における作業員の被ばく線量予想に
関して、減容ＢＰ運搬容器の線量（表⾯及びａｔ１ｍ）、距離等
を精緻化し説明すること。（トレーラや道幅等の寸法も記載して）

資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2 回答済

9 9⽉1⽇ コロ台⾞と電動チルローラーの違いを説明すること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2 回答済

10 9⽉1⽇ 巡視点検時に確認しづらい箇所の対応⽅法を説明すること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2 回答済

11 9⽉1⽇ 減容ＢＰ運搬用容器の水の排出および真空乾燥作業時における作
業員の被ばく予想について説明すること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2 回答済

12 9⽉1⽇ 外部遮蔽壁保管庫の容量として「/棟」で記載している考え⽅を説明す
ること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2 回答済

13 9⽉1⽇ ⼀時的な管理区域の設定に関して、保安規定１０５条の２との関
係性を説明すること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料３-改2 回答済

14 9⽉1⽇ 減容ＢＰ運搬用容器の胴板厚さの設定根拠について説明すること。 資料提出 9⽉7⽇ 資料２-改2
資料３-改2 回答済

15 9⽉1⽇
要目表「廃棄物処理設備としての運搬用容器」と、基本設計⽅針「固
体状の放射性廃棄物を管理区域境界で運搬する容器は設置しな
い。」との記載の関連性を再度説明すること。

資料提出 9⽉7⽇ 資料３-改2 回答済

16 9⽉13⽇
⼀時管理区域の具体的な運用（設定・解除・被ばく管理⽅法）が
恒設の管理区域と同等であること、並びに、その運用が保安規定や事
業者社内標準でどのように担保されているのかを説明すること。

第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料１-改2
資料３-改3 回答済

17 9⽉13⽇ ⼀時管理区域境界の線量を⽰し、時間的要素の含めて「実用炉規
則︓１.３ｍＳｖ／３か⽉」を満⾜することを説明すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇

資料１-改2
資料２-改3
資料３-改3

回答済

18 9⽉13⽇
Ｂ－ＳＧ保管庫内の点検作業における被ばく評価に関して、減容Ｂ
Ｐ運搬用容器以外の既保管物からの線量を考慮する必要がない理
由を説明すること。

第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料１-改2
資料２-改3 回答済



19 9⽉13⽇ Ｂ－ＳＧ保管庫の耐震性に関する補⾜説明資料において、減容Ｂ
Ｐ運搬用容器の遮蔽厚さ設定で考慮した内容を説明すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料３-改3 回答済

20 9⽉13⽇ 減容ＢＰ運搬用容器の運搬ルートとＳＡアクセスルートとの干渉につ
いて説明すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料３-改3 回答済

21 9⽉13⽇ 技術基準第⼗⼀条（火災による損傷の防止）に関して、火災感知
器バックフィット工認を踏まえた対応を説明すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料２-改3 回答済

22 9⽉13⽇ 技術基準第⼗七条（材料及び構造）に関して、「ノンクラス」で整理
する理由を説明すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇ 資料２-改3 回答済

23 9⽉13⽇ 構内運搬時の作業イメージ図における各要員が放射線業務従事者で
あることを明⽰すること。 第３回ヒアリングで説明 9⽉26⽇

資料１-改2
資料２-改3
資料３-改3

回答済

24 10⽉5⽇
資料２の技術基準第⼗⼀条（火災による損傷の防止）に係る減容
ＢＰ運搬用容器の「関連性・審査対象」について再整理（不燃物で
あることの確認）し説明すること。

第４回ヒアリングで説明 10⽉14⽇
資料１-改3
資料２-改4
資料３-改4

25 10⽉5⽇

資料２の技術基準第四⼗⼆条（⽣体遮蔽等）に係る外部遮蔽壁
保管庫の「関連性・審査対象」について再整理（評価条件の明確
化）し説明すること。
（外部遮蔽壁保管庫に関して、「⽣体遮蔽装置の放射線の遮蔽及
び熱除去についての計算書」が不要であることの説明も同様）

第４回ヒアリングで説明 10⽉14⽇ 資料２-改4

26 10⽉5⽇
資料１のコメントNo１回答部分（３ページ目）と資料３の添付資
料３との記載レベルは統⼀を図り、実用炉規則、保安規定、社内規
定等を体系⽴てて説明すること。

第４回ヒアリングで説明 10⽉14⽇ 資料１-改3
資料３-改4

27 10⽉5⽇ 資料１のコメントNo３回答部分（６ページ目）に関して、被ばく線量
予想値及び被ばく線量実績のエビデンスを追記すること。 第４回ヒアリングで説明 10⽉14⽇ 資料１-改3

資料２-改4

（以下余白）


